
浅口市給水条例及び浅口市給水条例施行規程が契約の内容となります。

内容については、浅口市ホームページをご覧ください。

    　　　　年　　　　月　　　　日

浅口市長　　　　　様

　　相続　　・　売買　　・　贈与　　・　引渡　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　上記の給水装置使用名義変更を下記のとおりお届けします。

住　所 番地

氏　 名
 (ふりがな）

電話

 既納の予納金は新所有者へ継承します。 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

住　所 番地

氏 　名
 (ふりがな）

電話

納付書送付先等

同意します (旧給水装置設置場所：　浅口市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地　　　　　　　　　　 　　)

同意しません（振替口座の変更　・　納付書送付）

　　※新規水道使用者（口座振替を希望される方）または振替口座を変更される方は、「水道料金及び公共下水道使用料
　　 　預金口座振替依頼書」の提出が必要です。

旧 月

新 月

２．口座振替 ２．口座振替

３．直接納付 ３．直接納付

課　長 課長補佐 係　長 係　員

給水装置使用名義変更届出書

浅口市水道事業

変 更 年 月 日 　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　日

給 水 装 置 場 所 浅口市

事 由

１．使用者

２．所有者

新

１．使用者

２．所有者

　※所有者変更
　 の場合に記入

㎥
使用
期間

備　     　　　　考

※ 相続以外の事由で所有者変更をする場合は、旧所有者の記名押印又は、所有権の移転が確認できる書類

◆浅口市内で転居される方で上下水道料金を口座振替されている方はどちらかを選んで〇をしてください。

　　上下水道料金を引続き現在登録されている振替口座から引き落としをすることに、

（市記入欄）

　　の写しを添付してください。

確　認　者

公共下水道

水栓番号 検針地区及び順序 　　　　　　　　　　　　　　地区

量水器
口　径

Φ
量水器
番　号

変更時指針

有

ＮＯ．
１．納付済 １．納付済

無

旧

水道料

旧使用者 新使用者
処　理　日


